


標記コンクールにつきまして、福島会より３作品が入賞いたしました。

（令和３年４月23日付　日調連発第27号）

日本土地家屋調査士会連合会　第36回写真コンクール入賞作品

佳　作　「夏の日」
福島支部　鈴木　　敦会員

佳　作　「量地三略」
事務局職員　佐藤　千尋

入　選　「ここにもあったよ！」
大関　克也（福島支部　佐藤聡之助会員）
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会員の皆様には、常日頃から本会の会務運営に対しご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申

し上げます。

昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により会務、事業活動においてイレギュラーな形となるこ

とが多々ありましたが、会員の皆様のご理解とご協力により無事運営することができましたこと、重ねて

感謝申し上げます。

東日本大震災から丸10年が経過した現在、県内外を含め約３万５千人が未だに避難生活を余儀なくされ

ております。その中においての「新型コロナウイルス」の蔓延。避難者の皆様の労苦いかばかりかとお察

し申し上げます。

さて、５月20日にリステル猪苗代において開催されました、当会第66回定時総会において、令和３年度

事業計画・予算案が承認され、新役員による会務運営が始まりました。

また、６月15日には日本土地家屋調査士会連合会第77回定時総会が開催され、役員改選において愛媛会

の岡田潤一郎元会長が選任されましたことに加え、７月2日に盛岡にて開催された、東北ブロック協議会

第66回定時総会において、青森会の三戸靖史会長がブロック会長再選となり、それぞれにおいて令和３年

度の会務運営が本格的に始動いたしました。

当会におきましては、６月23日に「会員証更新時研修」及び今年度より研修が義務化された日調連主催

の「年次研修」を兼ねた研修会を磐梯熱海温泉ホテル「華の湯」にて開催しました。Web動画視聴によ

る受講を取り入れるなど、イレギュラーな開催形態となりましたが、会員の皆様のご理解とご協力により

無事終了することができました。今後も新型コロナウイルス感染症に関する情勢を見ながら、会員皆様の

健康と安全を第一に、会務運営を行って参りたいと思います。

さて、近年一般の方から調査士に対する「苦情」が多く寄せられるようになりました。

苦情と言いましても、法に触れるような事柄ではなく、説明不足による行き違いが起因しているケース

が散見されます。一般の方は素人であり、境界に関して不安を抱えている方もおられます。依頼者の目線

に合わせた丁寧な説明、対応を心がけトラブルが起きることの無いよう業務に精励されますようお願い致

します。

結びに、今年度も会員個々のスキルアップを目指した「研修」と「土地家屋調査士制度」の広報に力を

入れて参りたいと思いますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げましてご挨拶といた

します。

会 長 あ い さ つ

会　　長　小野寺　正　教
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本年４月１日付けで札幌法務局から参りました小笠原と申します。出身、採用とも岩手県で、福島県で
の勤務は初めてでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
福島県土地家屋調査士会及び会員の皆様には、平素から登記事務を始めとする民事法務行政につきまし
て、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、法務局の新型コロナウイルス感染症対策への御理解と御協力も賜り、重ねて御礼申し上げます。
さて、未曾有の被害をもたらした東日本大震災から10年が経過しましたが、管内視察の際に、除染の実
施、生活環境及び公共インフラの整備について、実際に自分の目で見て、被害の甚大さを改めて感じたほ
か、今後も切れ目のない復興・創生を願わずにはいられませんでした。
当局では、これまで富岡出張所の庁舎帰還及び全業務の再開や、復興関連事業を推進するための各種施
策並びに関連する登記業務を円滑に実施してきたところでございますが、今後も、地域住民の方々のため
に取組を継続し、支援を展開してまいりたいと考えておりますので、御協力を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。
せっかくの機会ですので、当局における重要課題について触れさせていただきたいと思います。まず、
登記所備付地図作成作業についてですが、震災復興型については、現在、相馬市及びいわき市において２
年目作業を、更にいわき市において１年目作業を実施しております。従来型については、福島市において
１年目作業を実施しております。
また、平成18年から運用を開始している筆界特定制度については、昨年９月から地方公共団体に対して
一定の条件の下申請権限が付与されるなどの制度改正があり、地籍調査の一層の推進が期待されておりま
す。
さらに、所有者不明土地問題については、法定相続情報証明制度、長期相続登記等未了土地解消作業及
び表題部所有者不明土地解消作業に取り組んでおりましたところ、昨年７月からは、自筆証書遺言書の保
管制度が導入され、国民の皆様に利用されております。
ところで、本年４月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫
への帰属に関する法律」が成立し、所有者不明土地の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的
かつ本格的な対策が行われることとなったため、当局としましては、これまで以上に所有者不明土地の
解消に向けた各種施策の推進に取り組む必要があります。
これらの施策が円滑に運用できるのは、会員の皆様を始め関係各位の御支援はもとより、登記のオンラ
イン申請によって業務の効率化が図られた結果でもあります。今後もその利便性の向上等に努めてまい
りますので、引き続きオンライン申請の利用促進につきまして御協力をお願いいたします。
終わりに、貴会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝を心からお祈りいたしまして、着任の挨拶と
させていただきます。

着 任 の 御 挨 拶

福島地方法務局長　小笠原　　　修
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会員の皆様には、常日頃、当政治連盟の活動にご理解とご支援をいただいておりますことに感謝申し上

げます。

さて、衆議院議員の任期満了日（10月21日）まで３ヶ月を切りました。

未だ、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、菅義偉首相がいつ衆議院解散に踏み切るかに注目が集

まっています。

すでに県内の各政党は臨戦態勢を敷いており、五つの選挙区では立候補予定者が準備を加速していると

の報道があります。

３月の本会研修会後に、「日調連と全調政連の活動～土地家屋調査士法の一部改正から～」と題し、法

の一部改正に伴う政治連盟の動きを説明しましたように、日調連・政治連盟が取組む下記案件の法改正等

を必ず実現させるためには、土地家屋調査士制度にご理解・ご協力をいただき、各党の議員連盟等に加入

されている議員皆様の支援が欠かせません。

今後、衆議院議員選挙が行われた際には与野党を問わず議員連盟に加入されている各候補者への支援を

お願いします。

記

〔全調政連の取組み〕

・土地家屋調査士法施行規則第29条の改正と土地家屋調査士法第64条の改正

・防災・減災を目的とする「狭あい道路整備事業（みなし道路整備事業）」の促進のため、国土交通省

の交付金を活用できるよう法整備を働きかける。

・土地所有者不明土地問題解消に伴う、固定資産課税台帳の閲覧を可能とする活動

選挙区 政　党 名　　　称 候補予定者

福島1区
自民党 土地家屋調査士制度改革推進議員連盟 亀岡　偉民

立憲民主党 土地家屋調査士制度推進議員連盟 金子　恵美

福島２区 自民党 土地家屋調査士制度改革推進議員連盟 根本　　匠

福島4区 立憲民主党 土地家屋調査士制度推進議員連盟 小熊　慎司

会　　長　橋　本　豊　彦
福島県土地家屋調査士政治連盟

ご あ い さ つ
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会員の皆様には日頃から当協会の会務運営にご支援とご協力をいただいておりますことに改めて感謝
申し上げます。
世界的な新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中、東京オリンピックが開催されましたが、土
地家屋調査士を取り巻く各種事業への取り組みにおいても、大変厳しい環境の中、簡素化や創意工夫する
などの方法により取り組むことを余儀なくされている状況が続いております。
公嘱協会におきましても、同様に活動が制限される状況ではありましたが、「震災復興型登記所備付地
図作成作業」も令和２年度は、郡山市日和田町と会津若松市千石町の２地区が完成致しました。公図の備
え付けのない地区であった郡山市の日和田町地区にはようやく地図が備え付けられることとなり、土地家
屋調査士の使命として登記所備付地図作成の事業を成し得たことに土地所有者と共に喜びとするもので
あります。
また、現在、いわき市平地区と相馬市中村一丁目地区の２地区を行っておりますが、地図作成の地元社
員の方々と、相馬市には県北地区の社員が、いわき市には県中地区の社員がそれぞれ加わって作業してい
ただいており、協会一丸となって取り組んでいるところです。
更に、福島市の栄町といわき市の勿来町地区の地図作成作業を落札致しましたが、ご承知のとおり、登
記所備付地図は、洪水、地震などの自然的な要因または人為的原因で土地の筆界が不明となった場合や境
界紛争が生じた場合であっても、地図から現地の筆界を復元することができる大切な現地復元性を有して
いるものです。
土地家屋調査士の筆界に関する専門家として、そして一つの協会として事業完成を成し遂げていかなけ
ればなりません。震災復興型の地図作成もあと少しで終わりになると思われますが、地図作成地区の社員
だけでは成し得ない厳しい事業であります。土地家屋調査士のみなさまには、今後共広くご協力お願い申
し上げます。
行政サービスとも云われております「官民境界確認代行業務」ですが、愛知県や千葉県等全国で16の公
嘱協会が受託しておりますが、筆界確認の専門家としての土地家屋調査士の活用をお願いすべく、郡山市
にＰＲを行い業務受託に向けた協議を重ねてまいりましたが、この程はじめての官民境界確認代行業務の
委託があり、市の職員と一緒に境界確認を行いました。その結果、土地家屋調査士としての筆界に関する
経験と専門家としての能力を発揮することができましたことは、今後の継続的な代行業務につながるもの
と確信し、この成果が他市町に波及していくことを期待しております。
土地家屋調査士が適正に業務を行うためには、私たちの自己研鑽も当然ではありますが、国の法改正も

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」や相続による所有権の取得について３
年以内の登記を義務付ける「不動産登記法の一部改正」が行われるなど、新規施策の導入が図られていま
す。私たちも国民への周知を図って法改正の効果を大きくしていかなければなりません。
結びに、土地家屋調査士のみなさまのご健勝と福島県土地家屋調査士会の益々のご発展をご祈念申し上
げ、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うものです。

ご あ い さ つ

理 事 長　舟　山　幸　雄

公益社団法人
福島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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最近あまり言われなくなりましたが、以前は、依頼を受けた方や顧問先企業の経営者の方などから「弁

護士さんは六法全書が頭に入っているんですよね？」と言われることがありました。その場合、涼しい顔

をして「そうですね、憲法は103条ですので直ぐに頭に入りましたが、民法なんかは1000条を超えますの

で大変でしたね。」などと答えるようにしていました。すると、「・・（絶句）。」の後、直ぐに畏敬の念を

込めて「優秀な先生に頼めてよかった。」というお言葉を頂戴したものでした。そのあとに私から「冗談

です。」と付け加えていましたが・・。

弁護士業務を遂行するうえで重要なことは、法律の条文を頭に入れることなどでは勿論なく、事実と評

価を切り分け、その事実を証明する方法をどれだけ知っているかということだと思います（私見です）。

それは法律の仕組みが以下のようになっているからです。

一般的に法律は「Ｘという事実があるとＹという権利が発生する」という形になっています。そのた

め、相談者の法的問題を解決できるかどうかは、相談者にＹという権利が発生しているかどうかにかかっ

ていて、その権利が発生しているかどうかは、それを基礎づけるＸという事実があるかどうかにかかって

きます。また、そのＸという事実があっても、それを証明できなければ意味がありませんので、そのＸと

いう事実の存在をどう証明するかということも重要となります。例えば、離婚事件の相談者から離婚理由

として「性格の不一致」ということを言われます。しかし、「性格の不一致」は評価です。そう言われた

場合には、「「性格の不一致」といえるエピソードをできるだけ具体的に教えてください」と尋ねることに

なります。そして、その事実の存在をどうやって証明するかということを考えながら、相談者の回答を聞

かなければなりません。

もっとも、一般の方は、事実と評価の切分けを意識されていませんので、どれだけ自分が辛い思いをし

てきたかという感情（評価）を延々と話したりもします。その場合、いくら事実を聞き出すのが重要と

いっても、その話の腰を折ったり、取調べのような形になってしまっては、相談者の反感を買うだけで、

弁護士としては失格です。さらに、そのような聞き方をすると、法的に重要な事実を話してもらえなくな

るおそれも生じます。事実をスムーズに、かつ、的確に聞き出すということは実はなかなか難しいことな

のです。

こうして、事実と評価の切分けを意識して仕事をしていますと、朝、ゴミ集積所でお会いしたお隣さん

から、「朝から暑いですねえ」などと言われると、私などは、つい（「寿限無」のように一息で）「確かに、

今、６時40分に家を出てきた時に温度計が27度を示していましたので、７月27日の郡山市の気温として、

あなたのおっしゃる「朝」から「暑い」という評価は正しく、本当に朝から暑いですねえ。」などと答え

るようになってしまい、お隣さんに後ずさりされることになります。

・・ここも「冗談です。」（すみません。）

事実と評価の切分けと事実の証明

顧問弁護士　吉　津　健　三
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　令和３年５月20日に開催されました第66回定時

総会上におきまして、令和３年度の新役員が決定

いたしました。

　今号では、新しく本会役員に着任された方、及

び担当部署に変更があった皆さまより一言ご挨拶

をいただきました。

　会員の皆様におかれましては、会務運営へのご

理解・ご協力を賜りますよう、引き続きよろしく

お願いいたします。

福島県土地家屋調査士会役員一覧（令和３年、４年度）

会　長　小野寺正教（郡山支部）

副会長　土井　將照（郡山支部）

副会長　齋藤　忠次（郡山支部）

副会長　黒森　陽一（福島支部）

＜総務部＞

部　長　細野　智弘（郡山支部）

理　事　木村　禎司（相双支部）

＜財務部＞

部　長　田村　博之（郡山支部）

理　事　白圡　洋介（いわき支部）

＜研修部＞

部　長　田原　浩之（福島支部）

理　事　澤田　法明（いわき支部）

理　事　大竹　一也（会津支部）

＜広報部＞

部　長　渡部　　宏（会津支部）

理　事　吉田　和広（白河支部）

理　事　大槻　武志（福島支部）

＜社会事業部＞

部　長　加藤大次郎（福島支部）

理　事　安部　正伸（郡山支部）

＜ADRセンター＞

センター長　渡邉　聖志（郡山支部）

　昨年度まで福島支部役員を５期

10年、本会役員を総務部長として

１期２年務め、先の本会総会にお

いて副会長に選任されました黒森陽一と申しま

す。副会長としての担当は、総務・広報となりま

した。総務については、お客様への対応の仕方な

どを研究しながら、「苦情のない福島会」を目指し

たいと思います。広報については、会長の方針お

よび総務・広報担当だった佐藤前副会長が進めて

きた広報の流れを止めることなくさらに推し進

め、「土地家屋調査士」の名を世間に認めてもらえ

るように広報活動に励みたいと思います。本会役

員経験は浅いですが、会長を支え、微力ながら会

員の皆様の役に立つべく努力してまいりますの

で、会員の皆様のご協力を頂きたいと思います。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　この度、総務部長を拝命しまし

た郡山支部の細野智弘です。

　昨年期は、社会事業部長として

皆様には大変お世話になりました。

　今期、総務部として特に、一般の方からの調査

士に対する「苦情」に、しっかり対応していきた

いと思います。

　昨今、依頼人を含めた関係者の権利主張が強い

傾向にあり、説明または聴取不足等を起因として、

些細なすれ違いが不信感に変わり、苦情として申

出されているという傾向も見られます。

　このような時勢・傾向に必要な説明・聴取の有

り方といった関係者への対応の仕方をADRセン

ターなどと協力しながら研究・対応して「苦情の

新 任 の あ い さ つ

副 会 長
福島支部� 黒　森　陽　一 

総務部長
郡山支部� 細　野　智　弘 
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ない福島会」を目指していきたいと考えておりま

す。

　総務部長兼「運転手」として会長・副会長をしっ

かり補佐し、少しでも会員皆様のお役に立てるよ

う行動していきたいと思います。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　会員の皆様、猛暑の中お仕事お

疲れ様でございます。このたび総

務部理事となりました相双支部の

木村と申します。気持はまだ若いつもりなのです

がいつのまにか63歳になり、年金請求の案内が届

く年齢になりました。最近の世の中の進歩の速

さ、特にＩＴに関してはいささかついて行けない

感はありますがこれから２年間若い方々の足を

引っ張らぬよう頑張りたいと思いますので宜しく

お願い致します。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　この度、本会理事に就任するこ

とになりました会津支部の大竹一

也と申します。

　平成21年に入会し、今年で13年目となります。

　これまで支部役員の経験はありますが、本会の

役員は初めてです。

　５月総会後の就任以降、理事会、研修部会、研

修会開催に関わり、支部役員の時と同様に軽い気

持ちで本会役員をお受けしたことを反省しつつ、

会務に携わる身となって、改めて自らのいたらな

さを痛感いたしております。

　研修部の配属ということで、これまで怠ってき

た知識と技術の向上を図るとともに、田原部長、

澤田理事の足を引っ張らぬよう、そして会員の皆

さまへ少しでもお役に立てるよう、精一杯務めて

参りますので、２年間どうぞ宜しくお願いいたし

ます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　この度、広報部理事に就任しま

した福島支部の大槻武志と申しま

す。

　前年度までは社会事業部理事を担当させて頂き

ましたが、コロナ禍により事業がほぼ実施されず

お役に立てませんでしたが、今年度は広報部理事

として少しでもお役に立てたらと思っております。

　開業13年目ですが、仕事も人間もまだまだ未熟

な私が理事としてやって行けるのか今年も不安し

かありませんが、こんな私でも土地家屋調査士の

発展に微力ながらお手伝いできたらと思います。

　現在、支部の理事も兼務しておりますのでどち

らも厳かにならないようにしたいと思ってはおり

ます。

　自己紹介とのことなので、、、、、趣味はアイドル

を応援すること、いわゆるアイドルヲタクです。

　これからもお仕事＜推し事で頑張ります。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　この度、本会理事に選任され、

広報部を担当することになりまし

た白河支部の吉田和広です。広報

部として、土地家屋調査士が一般の方に認知され

るにはどうしたらいいのか、今までの実績を踏ま

え、更なる周知活動について考えたいと思いま

す。２期目を迎え少しは理事としての役割を理解

したつもりではありますが、まだまだわからない

※注　私はお酒を飲めないので「運転手」を務めております
が、コロナ禍において役員会後の懇親会は、自粛してお
りますので誤解の無いようお願い致します。

総務部理事
相双支部� 木　村　禎　司 

研修部理事
会津支部� 大　竹　一　也

広報部理事
福島支部� 大　槻　武　志

広報部理事
白河支部� 吉　田　和　広
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ことが多々ありますので、皆様の足手まといにな

らないよう、そして土地家屋調査士の発展に向け

て頑張ります。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　この度、社会事業部長に就任し

ました福島支部の加藤大次郎で

す。私は福島支部役員を３期６年

（理事１期、副支部長１期、支部長１期）しかやっ

ておりません。支部経験も浅く、ましてや本会役

員の経験もない私に一体何が出来るのか…、と悩

んだ時期もありましたが、折角やらせていただく

からには、支部役員時代と同じように真面目に大

いに楽しみながら活動していきたいと思います。

　同じ社会事業部の安部正伸理事は本会役員も長

く経験され、本当に頼りになります。二人三脚で

一生懸命取り組みたいと思います。土地家屋調査

士が未来にも必要とされる国家資格者であり続け

ることを念頭に活動し、会長を支え、会員の皆様

のお役に立てるよう努めてまいります。

　また本会理事として、私自身も様々なことを経

験し、成長していきたいと思います。皆様、宜し

くお願いいたします。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　このたび社会事業部担当理事と

なりました「郡山支部の安部正伸」

と申します。

　昨年度までは境界紛争解決支援センターのセン

ター長を３期６年勤めさせて頂きました。

　センター長在職中は会員の皆様のお力添え頂き

ましたことをこの場をお借りいたしまして感謝申

し上げます。当初センター長を引き受けたときを

思い出すと、損な役回りだと思っていましたが、

不思議なことにいつの間にか天職と思えるように

なりました。「経験が人をつくる」と言いますが、

センター長を経験して、普通では「人との紛争は

極力避けたい」と思うところ、そこを一歩寄り添っ

て相談者に真摯に対応することも重要であること

を学びました。今後はセンター長時代の経験の生

かしつつ、社会事業部の理事として尽力を尽くし

ていきたい所存です。

　新理事として至らぬ点もあるかと思いますが、

会員皆様のご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　今年度より会長指名理事とし

て、境界紛争解決支援センターふ

くしまのセンター長に就きまし

た、郡山支部の渡邉聖
さと

志
し

です。

　前年度迄、私はセンターふくしまの運営委員で

したので、前任の安部センター長からの運営方針

を引き継ぐ形でのセンター長就任となります。

　私は、平成18年に入会し、郡山市内を拠点に、

同業の父、補助者と共に業務に勤しみ、所属する

郡山支部の支部理事も務めています。

　41歳となった今でも、手探りな部分があり、セ

ンター長として未熟な点が多々あると思います

が、センターふくしまの運営に当たり、皆様のご

理解、ご協力の下、このコロナ禍でも着実な歩み

をしていきたいと考えています。

　センターふくしまでは、認定土地家屋調査士と

弁護士が協力し、依頼される相談者のニーズに

沿った対応を心掛けています。もし依頼者がお困

りの際には、センターふくしまの利用、と言う選

択肢を、勧めてみてはいかがでしょうか。

社会事業部長
福島支部� 加　藤　大次郎

社会事業部理事
郡山支部� 安　部　正　伸

ADRセンター長
郡山支部� 渡　邉　聖　志
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日本土地家屋調査士連合会 
日調連第78回定時総会への出席について

副会長　黒　森　陽　一

　日本土地家屋調査士会連合会第78回定時総会へ

出席しましたので下記の通り復命いたします。

日　時

　令和３年６月15日㈫

場　所

　東京都文京「東京ドームホテル地下１階　天空」

出席者

　会　長　小野寺正教

　代議員：副会長　土井將照、黒森陽一

内　容

　下記のとおり

　開会の言葉、國吉会長の挨拶に続き、議長選出、

議事録署名人指名、会務報告後、議事に入りました。

議　事

第１号議案　（イ）令和２年度一般会計収入支出決

算報告承認の件

（ロ）令和２年度特別会計収入支出決

算報告承認の件

第２号議案　役員等選任の件

第３号議案　日本土地家屋調査士会連合会会則の

一部改正（案）審議の件

第４号議案　令和３年度事業計画（案）審議の件

第５号議案　（イ）令和３年度一般会計収入支出予

算（案）審議の件

（ロ）令和３年度特別会計収入支出予

算（案）審議の件

　以上の順序で議事が進行され、一日で終了しました。

　第２号議案の役員等選任について。

　会長には３名の会員の立候補がありました。開

票の結果、有効投票数149票中、現役会長で東京会

の國吉正和会員が60票、前会長で愛媛会の岡田潤

一郎会員が79票。岐阜会の小野伸秋会員が10票と

なり、岡田潤一郎会員が２年前の前回選挙の雪辱

を晴らし、会長に選任されました。

　副会長４名の選任では、岡田潤一郎新会長の指名

副会長　群馬会の柳澤尚幸会員が決まり、残りの３

名を４名の立候補者から選任することとなりました。

有効投票数142票中、福岡会の野中和香成会員が

103票、愛知会の伊藤直樹会員が82票、千葉会の鈴

木泰介会員が124票、神奈川会の鈴木貴志会員が

117票となり、野中和香成会員、鈴木泰介会員、鈴

木貴志会員の３名が選挙により選任されました。

　第36回写真コンクールでは、当会の鈴木敦会員、

会員家族の大関克也さん、事務局職員の佐藤千尋

さんの３名が入選されました。

　今回の総会は、新型コロナウイルス感染症の拡大

予防の観点から、異例ずくめの総会となりました。

　まず、５月末には日調連からPCR検査キットが

送られてきて、検査の結果が陰性であることを確

認してからの出席となりました。（個人的に地方

の会員としては、帰りのPCR検査もさせてもらえ

れば有難かったと思いますが…）

　また、日調連の英断により、定時総会構成員全員か

ら、役員等選任に係る選挙の方法を郵便投票を可とす

る同意結果が通知され、郵便投票または総会開始前

までの投票用紙在中封書持参での投票となりました。

　更に、定時総会の当日の時間を短縮するためと

思われますが、６月11日㈮に電子会議により日調

連と全国の単会を結び「定時総会事前説明会」が

開催されました。その説明会には、小野寺会長と

土井副会長が出席しています。

　このような異例な取り組みには、賛否両論ある

かと思いますが、知恵を振り絞って何とか総会を

取り仕切った執行部および事務局の方々の労苦を

会　  務　  報　  告
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ねぎらい、報告とさせていただきます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協議会 

第66回定時総会と意見交換会に出席して

副会長　土　井　將　照

　日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協議

会第66回定時総会が、令和３年７月２日（金）に岩

手県盛岡市のホテルメトロポリタン盛岡本館にお

いて開催されました。

　本年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、参加人数を極力少なくしての開催となりました。

　盛岡と言えば冷麺・焼肉・じゃじゃ麺・わんこ

そばですが、今回の滞在は１日だけですので、全

てを食すことは叶わず、焼肉と冷麺を美味しく頂

いてまいりました。また自由に行き来ができるよ

うになったなら、次は「じゃじゃ麺」を美味しく

頂いてこようと思います。食べ終わる直前、少し

だけ残した麺と肉味噌に生卵と白湯を注いでもら

い、塩・胡椒・ラー油・酢を自分で調味する「チー

タンタン」、この味付けが上手くいったときは大き

な喜びで一杯になります。

　さて、今回は総会の開催に先立って、東北６会の代

表（会長以外）による意見交換会が「土地家屋調査

士の絆」と題して開催されました。そこでは各会の抱

える問題点や取組みについて活発な情報交換が行わ

れました。共通の問題点は、会員数の減少と会費収

入、支部を含めた会の運営、コロナ禍での対応につい

てでした。土地家屋調査士は制度の上に成り立つ職

業ですので、制度の健全な育成は私たち土地家屋調

査士だけのものではなく、日本に住む全市民にとって

の利益に繋がります。そのことを念頭に置きながら、

社会から必要とされる土地家屋調査士像を目指して、

会務運営に当たらなければなりません。そのためには

社会に対する正しい広報と調査士ひとり一人の資質

向上が求められます。そこで、どうしても運営費用の

問題が生じてくるというのが各会の共通の認識でした。

　定時総会は午後３時、物故者への黙祷からはじま

り、三戸靖史会長（青森会）の挨拶、岡田潤一郎連

合会会長の挨拶、議長選出、議事録署名人選任並び

に書記指名、令和２年度会務・事業報告、第１号議

案　令和２年度収支決算報告承認の件、第２号議案

　会則一部改正審議の件、第３号議案　特別会計規

定の新設審議の件、第４号議案　令和３年度事業計

画審議の件、第５号議案　令和３年度収支予算審議

の件、第６号議案　次期総会開催担当会決定承認の

件、第７号議案　役員任期満了に伴う選任の件の順

に進行し、小岩邦弘副会長（岩手会、この総会で退

任）による閉会の辞にて無事総会が終了となりました。

　第２号議案の会則一部改正では、昨年から新型

コロナの影響を受けて検討されてきた総会への出

席方法について、やむを得ない場合の代理権行使

の規定が盛り込まれました。第６号議案の次期総

会開催担当会は青森会に決まりました。第７号議

案の役員選任では、会長に三戸靖史氏（青森会会

長）、副会長に古川克巳氏（秋田会会長）、今野繁

氏（山形会会長）、理事に松田淳一氏（宮城会会

長）、小野寺正教氏（福島会会長）、小笠原寿男氏

総会のようす

選挙の投票用紙（会長選挙）
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（岩手会会長）、事務局長に小笠原陽氏（青森会副

会長）が選任されました。今期２年間どうぞよろ

しくお願いします！との思いで拍手いたしました。

　東北ブロック協議会の総会ということで、本来であ

れば表彰など執り行う厳かで華やかな式典が開催さ

れるはずでしたが、今回も新型コロナの影響から取

りやめとなりました。

　本総会に限らず、連合会、国の褒章についても式

典は取りやめとなっており、晴れの舞台、式典が開

催されないことにとても残念な思いを抱きました。来

年の青森では、どうか通常通りの荘厳で華のある総

会が開催できますよう、１日も早い新型コロナの収束

を祈るばかりです。

小岩邦弘副会長による閉会の辞と退任の挨拶の様子

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◇◇おめでとうございます◇◇
　当会名誉会長 橋本豊彦会員が、令和３年４月29日付で令和３年春の褒章にて黄綬褒章を受章されました。

　表彰状の授与式は、例年皇居にて行われますが、本年は新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、式典の

中止が決定いたしましたが、令和３年７月30日㈮に福島地方法務局内にて、黄綬褒章伝達式が行われました。

7月30日　本会会議室にて

本会役員と
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プロフィール

橋
はしもと

本　豊
とよひこ

彦

　福島会名誉会長　福島会政治連盟会長

　昭和27年10月26日　生

　事務所　福島県福島市（福島支部）

業 務 履 歴

Ｓ54.4.13　 土地家屋調査士登録 第１１８６号

Ｓ54.5.1　　橋本豊彦土地家屋調査士事務所開業

主な役員歴

Ｈ23.5～Ｈ27.5　福島県土地家屋調査士会副会長

Ｈ27.5～Ｒ1.5　 福島県土地家屋調査士会会長

Ｈ31.3～　福島県土地家屋調査士政治連盟会長

Ｒ1.5～　 福島県土地家屋調査士会名誉会長

受　賞　歴

Ｈ4.5.30　　福島県土地家屋調査士会会長表彰

Ｈ11.5.25 　福島地方法務局長表彰

Ｈ15.5.21　 日本土地家屋調査士会連合会東北ブ

ロック協議会会長表彰

Ｈ18.7.14　 仙台法務局長表彰

Ｈ25.5.17 　日本土地家屋調査士会連合会会長表彰

Ｒ2.6.16　　日本土地家屋調査士会連合会感謝状

Ｒ2.6.16　　法務大臣表彰

Ｒ3.4.29　　黄綬褒章

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

テレビCMの放映について

　福島会では、今年度の本会会務の一貫として、下記のとおり福島テレビにて福島県土地家屋調査士会の

テレビCMを放映いたしましたので報告いたします。

テレビCM・ラジオCMの実施について

『福島県土地家屋調査士会テレビCM（残暑見舞いver.）』

放 映 期 間：令和３年8月7日㈯～８月19日㈭　　　放 映 回 数：13回（１日１回）

詳　　細：

８月７日㈯19時00分～20時54分　『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』内

８月８日㈰７時30分～８時55分　『日曜報道　THE PRIME』内

８月９日㈪15時45分～16時40分　『エンタメ２部』内

８月10日㈫24時25分～25時20分　『火パラ！』内

８月11日㈬５時25分～ 6時10分　『めざましテレビ第1部』内

８月12日㈭８時00分～９時50分　『めざまし８』内

８月13日㈮９時50分～11時19分　『ノンストップ！』内

８月14日㈯12時00分～14時00分　『サタふく』内

８月15日㈰24時30分～25時25分　『Love music』内

８月16日㈪６時10分～７時00分　『めざましテレビ』内

８月17日㈫16時40分～17時48分　『テレポートプラス（１部）』内

８月18日㈬15時15分～15時45分　『おかべろ』内

８月19日㈭11時55分～14時45分　『バイキングMORE』内
※上記時間帯に１回ずつ放映されます。番組内容は変更になる場合があります。
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ラジオCMの実施について

　昨年に引き続き、本会広報の一貫として『ふくしまFM』にて福島県土地家屋調査士会のラジオCMを

放送することとなりましたのでお知らせいたします。

会員の皆様に置かれましてはぜひお聞きいただき、ご周知の程をお願い申し上げます。

『福島県土地家屋調査士会ラジオＣＭ（20秒）』

放 送 期 間：令和３年８月１日㈰～令和４年１月31日㈪ の６ヶ月間

　　　　　※偶数月は月・水・金、奇数月は火・木・土の週３回

放　送　局：ふくしまＦＭ

　　　　　　（福島・郡山 81.8MHz、会津 82.8MHz、白河 79.8MHz、いわき・南相馬 78.6MHz）

『全国一斉！不動産表示登記無料相談会の告知番組』

放 送 日 時：７月26日㈪17時36分頃（４分程度）

放　送　局：ふくしまFM『RADIO GROOVE』（16：00～19：00内）

　ラジオCMに先立ち、全国一斉無料相談会の告知ミニコーナーを放送いたしました。７月15日㈭

にふくしまFM本社スタジオにて収録いたしました。

収録中（左：黒森副会長、右：渡部広報部長） 収録お疲れさまでした。
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＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　標記相談会の開催につきましては、「土地家屋調査士の日（７月31

日）」に因み、市民に対する社会貢献事業の一環として、平成22年度

より貴局筆界特定室と連携し無料相談会を開催して参りましたが、

今年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大・防止の観点から、県

内６ヶ所の支部事務所にて調査士のみによる電話相談受付を開催い

たしました。

　各支部ご担当者様におかれましては、ご協力いただきありがとう

ございました。

　開催日時：令和３年７月31日㈯　午前10時～午後４時

　開催場所：各支部にて電話対応

福島支部　五十嵐　洋　介

令和３年４月20日の支部総会により支部長に就

任しました。支部理事、副支部長の経験をさせて

もらいましたが、支部長になり気付く業務の多さ

に戸惑っており、支部長に就任してまだ３カ月し

かたっていないのに大変さを感じております。支

部長となって早々に本会総会における倫理綱領の

唱和を仰せつかりました。“えっ”と言う感じでし

た。これは次期総会の開催支部の支部長が担当す

ることと決まっているらしく、そのためでした。

そんなことが決まっていることも分からず、ただ、

ただ戸惑いながら緊張しておりました。これは

“やばい”緊張しすぎて噛んでしまうかもと思い、

当日に臨みましたが結果は予想通り噛んでしまい

ました・・・。これもまた良い経験です。

本会の総会において壇上から席上へ顔を向けた

ときの緊張ときたら半端なかったです。この程度

で動揺してしまうのに本会執行部の方々は事業の

報告、計画等を説明し質問に対してはしっかりと回

答する、この準備と大変さには頭がさがります。話

を戻しまして副支部長の時は担当する業務につい

て準備などを行っており（この準備もなかなか大変

でした）、最終判断は支部長であると考えておりま

したから、業務に対して報告等はしましたが困った

ら支部長に判断を仰ぐことと考えていました。

しかし支部長となった今はその判断をするのが

自分であり、また全体業務の把握や各副支部長と

の連絡や打合せ等いろいろと業務があると感じて

おります。支部発信の文書においても確認等を行

い、場合によっては指示をしなくてはなりませ

ん。また支部だけではなく、本会との繋がりや各

支部長との繋がりもできます。また他士業との関

りもあり支部内のことだけではなく、外部におい

ても業務があります。このような業務の多さに戸

惑いながらここまで来ました。

全国一斉不動産表示登記【電話】無料相談会について

支　部　だ　よ　り

支部（長）活動について
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福福福島島県
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福福福島島県

2202022020

査士士査士査士士士

024-528-8522

024-905-3575

不動産表示登記
無料相談会電話

土地境界のことで悩んでいませんか？
・・・・

福島支部

郡山支部

0242-25-5055

0248-22-5167

会津支部

白河支部

0246-23-0811

0244-26-3576

いわき支部

相双支部

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
電話での相談を県内6ヶ所で受け付けます。

令和3年7月31日（土） 午前10時～午後4時日時

全国一 ！斉

福 島 県 土 地 家 屋 調 査 士 会 TEL/024-534-7829
境界紛争解決支援センターふくしま TEL/024-535-3937

ふ く し ま け ん と ち か お く ち ょ う さ し か い

お問い
合わせ

土地家屋調査士が
土地境界をめぐる

トラブルを円満に解決
できるよう

お手伝いします！

と ち か お く ち ょ う さ し

お近くの相談窓口にお電話ください！

※電話がつながらない時がありますので、その際は時間をおいて再度おかけ直しください。※通話料はご相談者様負担となります
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支部長としてはこの辺にして、支部の事業につ

いて紹介したいと思います。

事業としては毎年４月下旬ごろに開催する支部

総会を始めとして研修会、年３回実施する司法書

士会福島支部との親睦会、本会事業の一つである

調査士の日の無料相談会、法務局主催の休日無料

相談会、非調査士実態調査、七士業（土地家屋調

査士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社

会保険労務士、不動産鑑定士）による無料相談会、

支部連絡協議会、政治連盟への協力、空き家対策

協議会への参加、会費の納入状況と把握等があり

ます。今年は４月20日に支部総会を開催しました。

前年はコロナ禍の影響を考慮し総会の開催はし

ましたが、委任状出席をお願いし少人数での開催

でした。今年はコロナ対策を考えつつ広い会場で

開催しました。人数は少なかったものの、通常に

近い形での開催をすることが出来たことは本当に

良かったと思います。来賓においては調査士会会

長及び政治連盟会長を招いての開催となり、やは

り各会長に出席していただくと支部の執行部は緊

張し総会自体も締まると感じました。

総会が終わり次に行うことは新役員による理事

会です。福島支部理事の構成は支部長１名、副支部

長２名、理事６名の合計９名で構成されています。

この理事会は上半期と下半期の年２回の開催とな

り、理事会の前には正副支部長会議も実施します。

５月26日に開催した理事会においては支部事業の

分掌や上半期事業の計画等の会議を行いました。

理事の中には本会理事や本協会理事、支所委員等

の役員を兼務している方もいますので、会議ではそ

の辺りの話も聞きつつ進めました。支部会員も少

なくなってきており、兼務されている方々は大変か

と思いますが、それぞれでの立場での話が聞けて良

い情報交換が出来ると考えております。私として

は情報の共有は大切と感じており、支部理事におい

ても情報の共有は大事と考えていますので出来る

限り情報は発出していこうと思っております。

次に６月25日に七士業の無料相談会について各士

業の担当の方に集まっていただき今年度の無料相談

会開催についての会議を行いました。

この七士業の協議会の担当は持ち回りで行われ

２年おきに代わっていきますが、前回同様に今回

も調査士会が担当のため我々が中心となり準備し

ました。

事前に担当副支部長との打合せや各士業担当者

との事前の確認等を行い当日の会議に臨みまし

た。話し合いの結果、今回は中止とする事となり

ましたが、会議の中で各士業のコロナ禍への対

策・相談会への考え方・各士業で実施した相談会

などの話しも聞くことができ、大変有意義な会議

となり、また各士業の方々もこのコロナ禍には大

変苦労されているのだと感じました。

新しい体制になり３カ月がたちましたが、いろ

いろと業務があり慌ただしい３カ月でした。この

後も研修会や無料相談会、今年は衆議院議員の選

挙もありますので、政治連盟への協力・参加など

いろいろと業務があり、一つ一つに準備と実行に

向け進めていきたいと考えておりますが、未だに

コロナ禍の終息は望めず、ワクチン接種の進捗次

第で変わってくると思っています。

ここまで滞りなく来られたのは、支部理事と事

務局そして会員の皆様の支援があってのことで

す。会員の皆様のため精一杯勤めさせていきたい

と思いますので、支部事業へのご協力、ご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

白河支部　高　橋　典　昭

本年白河支部では、１月に内田さん、そして３

月には角田支部長が相次いで亡くなってしまいま

内田さん、角田支部長
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した。お二方とも個人的に大好きな先輩でした。

もうすぐお盆ですのでお二人を偲んで、この機会

にそれぞれの人柄など語りたいと思います。

内田さんはみなさんご存じのように支部で、

１・２を争う元気印の人でした。齢70をすぎても

髪の毛は黒々しており熱い語り口等病気とは無縁

の印象がありました。そんな内田さんが食事に気

を付けるようになったのはここ数年のことでしょ

うか。酒も控え、野菜等を意識してとっていたの

を覚えています。私そんな内田さんが大病を患っ

たとは訃報を聞くまでついぞしりませんでした

し、信じられませんでした。

内田さんが支部に入会したのは私より後でした

が、調査士の仕事でははるかに先輩でした。年下

の私にも気軽に話をしてくれて話を聞くのが面白

かったし、大変勉強になりました。また人との接

し方、法務局職員との接し方等私とはまるで違っ

ていて一種のあこがれを持っていました。この人

が年を取って弱くなることがあるのだろうかとい

つも思っていましたが、他人に弱いところを見せ

ずに逝ってしまいました。内田さんらしいのかな。

ご冥福をお祈りいたします。

そして当時の角田支部長です。病状を知らされ

てなかった方たちにとっては、まさに青天の霹靂、

皆さん驚かれたかと思います。まだ60代半ばです。

現場作業中に倒れ、１週間後になくなりました。

角田支部長とは私開業時期が同時期で仙台での

初任者研修が最初でした。それからちょうど30年

の付き合いとなるわけです。初見から気さくな人

柄にひかれたのを覚えています。何度酒をご一緒

したでしょうか、まだまだ飲みたかった。思い出は

たくさんありますが、二人で飲んでいてテレビのア

ナウンサーが合流したときはたのしかったねー。

飲んでいるときでも仕事の話を熱く語る人でし

たし、測量機械パソコン・ネットのニュースなん

かも大好きでした。趣味ではゴルフ・釣り、そし

てあのバイタリティーにはいつも感心していまし

た。自分で毛ばりを巻いたり、釣った魚なんかも

スマホで見せてもらいました。

でも角田さんは健康診断なんかはやっていな

かったようで、医者はきらいだったのかもと思い

ます。健康診断ぐらいは受けなよと私も話したこ

ともありました。

やすらかに・・・

　さてこのコロナは収まるのか、オリンピック

は昨日開会式でしたが、感染はどうなるのか、角

田さん亡き後は藤田新支部長となり、私は支所長

となりました。お二人とも上のほうから見守って

ください。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

相双支部　森　岡　宏　二

　会報ふくしまに原稿を寄稿するにあたり、原稿

内容にコロナ禍、震災に関することとあった。思

い返せば震災より10年の月日が経っているが、

日々の生活が忙しく当時を振り返ることも少なく

なくなっていたので改めてこの10年前に起こった

こと振り返ってみたい。

　10年前の地震が起こった当時、丁度相馬法務局

に向かって車を運転しており地震がおさまってす

ぐ法務局に着いたが中にはいることもできず職員

の方と２，３語会話し帰宅の途についた。この当

時は津波のことなど露とも考えずにいたが、たま

たま６号線を離れた道を通って帰宅したことによ

り津波には遭遇しないですんだ。半年後にわかっ

たことだがいつも法務局より帰宅時に使用してい

た道路で当時所属していた青年会議所のメンバー

が避難者を助けるため津波に巻き込まれて亡く

なっていた。その日も本来であれば夜に活動につ

いての打ち合わせで会う予定であった。明るい男

改めて震災を振り返って
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で人に好かれやすい男であった。

　その数日後原発爆発の報を受け一時南相馬市を

離れることとなったが、地元で青年会議所のメン

バーが炊き出し等の活動をしていることを聞きつ

け２週間程度で南相馬市にもどっていた。当時は原

発情報が錯綜し南相馬市には物資がほどんど届い

ておらず屋内退避の指示はでていたが食糧支援な

ども来ない地区もあった、炊き出し活動で赤子を連

れた住民より「自分たちもこれをもらっていいんで

すか？」と言われたことは今も思い出す。当時の状

況はそれぞれの家に物資を届けるのではなく所定

の箇所での物資受取のみであったため情報を得ら

れていない住民は支援も受けれない状況であった。

　当時の仕事状況であるが震災で地域がどうなる

かわからない状況であったため本業である調査士

業を行うことはできなかったが、紹介により相双

地区の会員複数名で地震保険の調査員の仕事を斡

旋してもらうことができた。

　寄稿にあたり思い出したが当時この辺りの様子

がしりたいと協会より連絡があり警戒地区の入口

の様子や田に稲ではなくセイタカアワダチソウが

茂っている状況、道路にがれきが残っている状況

などをレポートした覚えがある。

　その後は地図作成作業にあたったり日々のボラ

ンティア活動であったり、震災数年後には復興バ

ブルといわれた景気でほぼ休みなく過ごす日が続

き今に至る。

　今、現在コロナ禍の状況となり生活様式や仕事

のあり方などが一変してきている。先の見えない

状況は震災当時の状況と重なる部分がある。た

だ、その中でも変化に対応して生活を続けていく

ことしかできない、10年後に振り返り後悔しない

生き方ができればよいと考える。

福島支部　石　塚　裕　子

私が土地家屋調査士になってから始めた事の一

つに茶道がある。週に一回１時間程度のお稽古

で、残念ながらさほど上達はしていない。もたも

たしているうちにお湯は冷めていくし、「おいしく

なーれ、おいしくなーれ」と心の中で唱えても、

自分でたてたお茶より誰かがたててくれたお茶の

方が断然美味しい。でもきれいな和菓子と美味し

いお茶の時間はとても贅沢で癒される。

茶室に入る時、扇子を膝前に置き、先生や皆さ

んに心を込めて挨拶する。すると背筋が伸びて気

持ちが凛とする。その気持ちを込めた挨拶という

のは仕事の時にも心掛けている事だ。お茶のお稽

古をする事で、挨拶という基本的な事を丁寧にし

ようと思えている気がする。

慣れというのはこわいもので、お稽古中畳に入

る時、ついささっ〜と斜めに入ってしまった。す

ぐに先生の声が飛んできてやり直す。お道具の置

き場所ひとつとっても最適な場所が決まっていて

随　　　　　　　筆

茶道が教えてくれること

夏のお菓子「初蛍」
錦玉羹（寒天を溶かして砂糖を加えて固めたもの）は
透明な美しさを生かして中に様々なモチーフを入れ
ることができます。
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（畳５目の位置とか）そんな細かい事！？と思った

が、最適とか美しさってやっぱりあるのだと思

う。テキトーでいいことは何一つないのだ。

だから未熟な私は緊張する。でもそれが物事の

初心を忘れないという気持ちを思い出させてくれ

る。仕事においてもやっぱり初心を忘れないよう

にしようとお茶を通じて思うのだ。

お湯の沸く音、畳を歩く音、ふくさをさばく音。

利休の時代にまで思いをはせると更に豊かな時間

がやってくる。茶室は私にとって季節と美とロマ

ンの空間だ。野山の仕事現場で邪魔でしかない草

花が、お茶の先生が生けるとなんと素敵になるこ

とか！毎回素直に感動している。

お茶碗やお道具も季節によって使い分ける。夏

には平べったい平茶碗やガラスのような涼しげな

物もある。冬にはお湯が冷めにくいように筒茶碗

にするなど、もてなしの心配りがすごい。すごす

ぎてちっとも上達しないのも仕方ないという気さ

えしてくる。こうなったら自然にカラダに染み込

むまで待つスタイルでいこうか。

このように上達しない茶道であるが、「道」とい

うのはそもそもそう簡単に上達するものではない

と思う。だからいいのだ。自分の未熟さに気付か

される。土地家屋調査士としてはプロとしてしっ

かりと仕事をしつつ、お茶を通して未熟な自分と

向き合う。謙虚に初心を忘れない為にも、なかな

か上達しないお茶のお稽古をこれからも続けてい

こうと思う。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

会津支部　佐　藤　一　男

新型コロナウイルス根絶を祈願して、「土地家屋

調査士」名入りの鉈（＝写真）を特注した。令和

２年度の“千石町ほか地区”地図作成作業におけ

る一筆地調査でも、鉈を下げ、「鬼滅の刃」ならぬ

遊び心をもって作業に従事し、他の先生方から「銃

刀法違反じゃないよな～。」と顰蹙を買いながら

も、職務を全うした。サムライ気取りではないが、

こんな時こそ鉈のひとふりを献上する気持ちで、

天下安寧を希求するのも士業の務めであろう。

ところで、「鬼滅の刃」に登場する“日輪刀”

は、鬼を退治することができる刀とされているが、

筆者も「日輪刀ならぬ日輪鉈」が欲しかった、と

いうのが本音の戯言。戯言ついでに、ここからは

エンタメ話にお付き合い願いたい。

お花と掛け軸
お花は「矢筈すすき、半夏
生、ノリウツギ、おおた
で、節黒仙翁、ききょう、
珍至梅」
お軸は「円相」・・・禅（禅
宗）における書画のひとつ。
円は欠けることのない無
限を表し、全てが始まり
でもあり終わりでも　あ
り、悟りや心理、宇宙全
体などをこの円が表現し
ているといわれています。

お茶碗
季節を写し取るために必要な茶道具ですので、夏は
涼しげに、冬は暖かく見せるものを使います。

鉈
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「桃太郎の鬼退治」という昔話がある。赤鬼、青

鬼などが登場するが、この鬼はいったい何者だろ

うか？ネットの世界では、鬼というのは地底に住

む宇宙人種族の中でも凶暴な人型爬虫類＝レプ

ティリアンという説が、有力らしい。つまりトカ

ゲ型人間で、太古の昔から地球にいるようだ。江

戸の町を始め全国津々浦々、夜な夜な徘徊し、人

を食していたという。このレプティリアンを退治

するために武士が帯刀、対峙し、庶民を守った、

とされている。しかも、レプティリアンの大好物

は幼子を食する、というからおぞましい。そう言

えば時代劇で、幼子が人身御供としてささげられ、

そこに通りすがりの侍が身代わりになって、その

鬼を退治する話は定番。

不幸なことに、明治政府の廃刀令をもって武士

は刀を取り上げられ、以後、レプティリアンの天

下となった。「鬼滅の刃」の大ヒットは、案にレプ

ティリアンの存在を世間にしらしめるため、と勘

繰らざるを得ない。武士の帯刀の真相が、ほかな

らぬレプティリアン退治であったならば、それこ

そロマン中のロマン、実に痛快、納得と思わず“膝

を打つ”。まあ、あくまでもエンタメの域を出ない

のだが。

さらに驚愕のエンタメ話がある。講演者宇野正

美氏の「日本人は古代ユダヤ人」という説に、何

故か惹かれる。日本の人口の約40％強（5000万人

強）の日本人が、YAPマイナス遺伝子をもつユダ

ヤ人であるという。これを裏付ける一つに、日ユ

同祖論もある。日本語→ヘブライ語は、読み方や

意味が似ている、と言われている。特に、サムラ

イ（侍）→シャムライ（守る者）は、実に符合す

る。つまり旧約聖書の神ヤハウェと唯一契約を結

んだ古代ユダヤ12支族（※干支も12というのも気

にかかる）の末裔が日本人ということになる。以

来、天皇陛下を奉り、侍（武士）集団が国を治め

るという国体の根本が、未だに生きながらえてい

る気がしてならない。

折しも、東京オリンピック開催を前にして、そ

の中止を陛下自ら奉勅を発せられたにもかかわら

ず、無視されてしまった。コロナ禍で苦境にあえ

ぐ民の気持ちを重んじるあまりの仕儀であろう。

それでも陛下は、開会式の挨拶で「お祝い」の言

葉を廃し、「祈念」にとどめるという抵抗すらお示

しになられた。

サムライならば、この陛下の心中、お察しする

に余りある、と言わざるを得ない。

本年２月１日付けで、福島県土

地家屋調査士会に入会しました白

河支部の赤城英次と申します。私

は白河市で生まれ育ち、理系の大学を卒業後に地

元に戻り内田孝夫土地家屋調査士事務所の補助者

として、長年業務に従事して参りました。今年の

初めに所長が急逝し、突然のことで心の整理が付

かず､ この先どうすればいいのか将来のことにつ

いて色々と悩みましたが、土地家屋調査士試験に

は平成25年に合格していたこともあり、土地家屋

調査士を登録し開業しようと決心しました。

実務経験はありますが、実務をしている中で、

業務に関する法令および知識がまだまだ足りない

と感じております。これからは土地家屋調査士と

して日々研鑽を重ね、諸先輩方のご指導ご鞭撻を

賜りながら頑張って行きたいと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

新 人 調 査 士 紹 介

白河支部　赤　城　英　次
（あかぎ　えいじ）
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私は、平成29年度の試験に合格

し、郡山市にて本年６月に登録、

開業いたしました。新型コロナウ

イルスの影響が続く中での開業となり、多少不安

や迷いはございましたが、諸先輩方々のあたたか

いご指導を頂戴できましたことや、もともとの楽

天的な性格もありこの度開業の運びとなりまし

た。これまでは竹内博幸先生のもとで補助者とし

て３年間勉強させていただいておりました。 まだ

まだ勉強しなければならないことは沢山あります

ので、研修会などへ積極的に参加しながら研鑽し、

先輩の皆様方をお手本に日々勉強、経験を重ね、

社会のお役に立てる土地家屋調査士を目指して頑

張りたいと考えております。

今後ともご指導、ご鞭撻賜りますよう宜しくお

願いいたします。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

令和３年６月にいわき支部に登録

させていただきました俣田辰寛です。

私は、母が司法書士として仕事を

しておりましたので、昔から登記関係に触れる機会は

多くありました。そんな中で、登記関係の仕事に興味

を持ち、司法書士及び土地家屋調査士の資格に挑戦

するようになっていきました。無事に資格は取得でき

ましたが、母の仕事の都合上先に司法書士という仕

事を行っていました。しかし、業務を行うに従い、登

記の表題部の重要性に気づかされ、土地家屋調査士

と言う仕事に挑戦してみようと思い立ち、この度登録

させていただきました。ただ、測量関係の実務に関

しては全くの素人であり、常に四苦八苦しており、徐々

に経験を身につけていきたいと思いますので、何かの

折にはどうぞお手柔らかによろしくお願い致します。

ところで、私は、音楽が趣味で、ギターを弾く

ので、もし楽器をやられている方がおりましたら

是非声をかけてください（笑）。

令和３年

10月22日㈮　令和３年度　第２回業務研修会

　　　　　　　於：郡山市「ホテル　華の湯」

　　※会場、日程は変更となる場合があります

○入　　会○

令和３年

１月21日　1508　赤城　英次（白河支部）

６月１日　1509　矢田部靖國（郡山支部）

６月１日　1510　俣田　辰寛（いわき支部）

６月20日　1511　渡辺　隆司（福島支部）

●退　　会●

令和２年

12月20日　星　　匡利（郡山支部）

令和３年

３月31日　古関　恭造（福島支部）

３月31日　加藤　幸雄（福島支部）

▲

お悔やみ ▲　ご冥福をお祈りいたします

令和３年

１月10日　内田　孝夫（白河支部）

３月21日　角田　良平（白河支部）

３月27日　小沢　　充（会津支部）

６月９日　能嶋　秀幸（いわき支部）

郡山支部　矢田部　靖　國
（やたべ　やすくに）

いわき支部　俣　田　辰　寛
（まただ　たつひろ）

Information

今後の予定

会 員 異 動
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会員のみなさま

　コロナ、オリンピック、パラリンピックと「我

慢と歓喜が同居」しているわけのわからない日々

が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

　我々の業務は、外の仕事がつきもので、この熱

さに抵抗するには、無理な気温にもなっておりま

す。

　さて、今回も理事会で、広報部長継続となり、

さらに２年間お付き合いいただければと思います。

　限られた予算のなかで、多くの広報活動を行い、

みなさんが境界立会いにおいて、「測量屋」と呼ば

れることのないよう頑張って行きたいと思います。

　今年は、テレビＣＭ（暑中見舞い）も新たに行っ

てみました。

　新たな広報部理事といろいろ考えながら広報活

動を行っていきたいと思いますので、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。

� 広報部長　渡部　宏（会津支部）

【ボナリ高原ゴルフクラブ　日本一のPAR５】
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